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公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 
平成 28 年度 臨時社員総会議事録 

 
 
Ⅰ．日 時 平成 29 年 3 月 12 日（日） 14：00～17：30 

 

Ⅱ．場 所 国立スポーツ科学センター（JISS）2 階研修室 A  

  東京都北区西が丘 3-15-1 

 
  ○ 出席正会員（32 名） 

○ 出席委任正会員（22 名） 
○ 欠席正会員（5 名） 

  ○ 出席監事（2 名） 
 
  事務局長より、本日の総会は会員現在数 59 名の内、出席者 32 名、委任状の提出に 
  よる議決権の代理行使 22 名の合計 54 名で、過半数に達し定足数を満たしており、 

  適法に成立している旨が報告された。 
  開会に先立ち、玉利会長が欠席のため藤原副会長が議長に選出された。また、議事録

署名人には、野沢秀雄氏、及び松嶋幸一氏が指名された。 
 
Ⅲ．議 事 
【決議事項】 
 第一号議案 平成 28 年度補正予算案承認の件 

  ・事務局長より、平成 28 年度収支補正予算書（資料①）の内容について説明があり、  

   収支相償を達成すべく以下の特定費用準備資金と特定資産の積立を行いたい旨の 

   説明があった。 

 特定費用準備資金：①国際大会開催費用総額 40,000,000 円の内、7,200,000 円 

    ②新聞広告費用総額 3,000,000 円の内、1,200,000 円 

 特定資産：職員退職給付引当資産 1,800,000 円の内、1,800,000 円（全額） 

  ・議長より、特定費用準備資金及び特定資産の積立、並びに平成 28 年度収支補正予算 

   書について、その賛否を議場に諮ったところ、議決権代行使正会員を含め 54 名の 

   正会員が賛成し承認可決した。 

 

 事務局長より、先の理事会において議長が第二号議案を上程したところ、出席理事より 

 代表理事選任の動議が提出され、挙手による投票を行った結果、吉田副会長 1 票、藤原 
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 副会長 14 票で、藤原副会長を代表理事に選出した旨の報告があった。この緊急動議の 

 内容は、玉利代表理事は現在入院加療中で、復帰までには暫く時間を要する見込みのため、 

 新たに代表理事を選出して玉利会長の負担の軽減を図るものであるが、定款の変更は玉利 

 会長の回復状況により定時総会で判断するとの報告が事務局長より為された。 

 

 第二号議案 平成 29 年度事業計画策定の件 

  ・事務局長より、平成 29 年度収支予算書（資料②）、平成 29 年度事業計画書（資料③）、 

   及び平成 29 年度資金調達及び設備投資の計画（資料④）のそれぞれの内容について 

   説明があり、また当該収支予算書には、青田常務理事への役員報酬 1,800,000 円を 

   計上している旨の説明があった。 

  ・議長より、平成 29 年 4 月から、青田常務理事に対する役員報酬月額 150,000 円 

   （役員 4 号俸）を新たに支給する件について、その賛否を議場に諮ったところ、 

   議決権代行使正会員を含め 54 名の正会員が賛成し承認可決した。 

  ・次いで議長より、平成 29 年度収支予算書、同年度事業計画書、及び同年度資金調達 

   及び設備投資の計画のそれぞれについて、その賛否を議場に諮ったところ、議決権 

   代行使正会員を含め 54 名の正会員が賛成し承認可決した。 

  ・なお、当該事業計画書は定款に定める公益目的事業内容に沿って記載し直す旨が 

   議長より報告された。 

 

 第三号議案 内閣府へ助成公募事業申請の件 

  ・事務局長より、寄附金等取扱規程（資料⑤）が制定された旨の説明があった。 

  ・次いで事務局長より、ジュニア選手助成公募事業規程（資料⑥）及び寄附申込書等に 

   ついて説明があった。 

  ・議長より、本事業の開始にあたっては、野沢秀雄氏から 20,000 千円の特別寄附金 

  （事業開始基金）を頂戴する旨が説明された。 

  ・次いで議長より、ジュニア選手助成公募事業規程について、その賛否を議場に諮った 

   ところ、議決権代行使正会員を含め 54 名の正会員が賛成し承認可決した。 

 

【報告事項】 

≪理事会承認事項の報告≫ 

 １．規程の制定及び改定の件 

  ・事務局長より、事務所掌規程（資料⑦）が制定された旨の説明があった。 

  ・次いで事務局長より、選手権大会実施規程（資料⑧）、国内旅費規程（資料⑨）、諸謝 

   金規程（資料⑩）、及びアンチドーピング規程（資料⑪）が改定された旨の説明が 

   あった。 
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 ２．公認品認定の件 

  ・事務局長より、下記のとおり当連盟公認品として認定された旨の説明があった。 

   ①対象品：競技用ハイヒール、②販売会社：株式会社エムジェイディーバ、③認定期 

   間：平成 29 年度末まで。但し、甲又は乙に異議がない場合は 1 年間の自動延長とし 

   以降も同様とする、④認定料：1 足販売毎に 1,000 円を徴収。 

  ・加えて事務局長より、申請者の株式会社エムジェイディ－バから 4 項目を約する 

   書面（資料⑫）を受領している旨が報告された。 

 

 ３．新規加盟クラブ・同好会認定の件 

  ・事務局長より、下記のクラブ・同好会が認定された旨の説明があった。 

   『準加盟クラブ』ゴールドジム柏千葉  千葉県連盟 代表：片山忠 

     フィッターズ   佐賀県連盟 代表：福井泰成 

     トレーニングジム極  三重県連盟 代表：栗岡洋一 

     パーソナルボディメイキングジム寿楽 

       栃木県連盟 代表：草野貞幸 

     メディカルフィットネススパわくわく 

       宮崎県連盟 代表：土屋広明 

     トレーニングジム BIGBACK 兵庫県連盟 代表：伊藤克城 

   『正加盟同好会』筋肉魂フィットネスボディビル同好会 

       長野県連盟 代表：須崎茂 

     チーム K ボディビル同好会  愛知県連盟 代表：田代圭 

   『準加盟同好会』デビルボディビル同好会  三重県連盟 代表：中西健一 

 

 ４．大阪市ボディビル・フィットネス連盟（地区市町村連盟）承認の件 

  ・事務局長より、下記のとおり、大阪市ボディビル・フィットネス連盟が設立され、 

   大阪ボディビル・フィットネス連盟より JBBF の地区市町村連盟として承認された 

   旨が報告された。 

    1）目 的：大阪体育協会加盟促進のため。 

 2）設立日：平成 29 年 1 月 29 日 

 3）代表者：小川淳 

 4）役 員：理事長 小川淳    （ジャングルジム SPORTS） 

    理事    伊集院明也（ナニワトレーニングセンター） 

     理事    岡部智昭  （スポーツジム FLEX） 

     理事    塚本猛義  （スポーツジム B&F） 
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     理事    井上義信  （ソティック ヘルスクラブ） 

     理事    杉田茂    （KING GYM） 

 5）事務局：大阪市西淀川区柏里 2-7-26 サムティ塚本 2F 

    ジャングルジム SPORTS 内 

 

 ５．監査報酬料支払の件 

  ・事務局長より、佐藤監事に対する平成 28 年度の中間・期末会計監査報酬料は 

   108,000 円（消費税・源泉税込、前年度と同額）で承認された旨の報告があった。 

 

 ６．定時社員総会招集の件 

  ・事務局長より、下記のとおり定時社員総会を開催する旨の報告があった。 

 1）日時：平成 29 年 6 月 18 日（日）14 時から 

 2）場所：東京都港区高輪 3 丁目 13-1 TAKANAWA COURT 3F 

      TKP 品川カンファレンスセンターANNEX ホール 3 

 3）予定議案：平成 28 年度計算書類承認の件 

       平成 28 年度事業報告及び附属明細書の件、他 

 

≪理事会での報告事項≫ 

 ７．アンチドーピングの徹底について 

  ・青田常務理事より、平成 28 年度のドーピング検査結果報告（資料⑬）、JOC へ提出 

   した「アンチドーピングを徹底するための改善策」（資料⑭）、及び平成 29 年度の 

   アンチドーピング講習会実施計画（資料⑮）について報告された。 

 

 ８．選手登録の一部変更、オープン大会の開催、及び体育協会加盟の目的と方法について 

  ・青田常務理事より、資料⑯に基づき説明があった。 

 

 ９．中間決算の監査結果について 

  ・事務局長より、平成 28 年 12 月 6 日に佐藤監事及び辛島監事による中間決算監査が 

   実施され、中間監査報告書（資料⑰）が代表理事あてに提出された旨の説明があった。 

 

 １０．内閣府の立入検査結果について 

  ・事務局長より、資料⑱に基づき説明があった。 

 

 １１．DVD 教材の製作について 

  ・辻本理事より、資料⑲に基づき説明があった。 
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 １２．フィットビートのビルダーパンツについて 

  ・五十嵐理事より、資料⑳に基づき説明があった。 

 

 １３．今後の理事会等のスケジュールについて 

  ・事務局長より、資料○21に基づき説明があった。なお、6 月 2 日に開催を予定している 

   執行部会は中止とし、臨時理事会を 6 月 3 日に開催することとなった。 

 

 以上、各報告責任者から報告され終了した。 
 
以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。 


